
「外国為替証拠金取引説明書」新旧対照表 

 

平成２２年２月１日 

（下線部分改正） 

 

新 旧 

金融商品取引業等に関する内閣府令第123 条

第4 項に規定される通貨関連店頭 

デリバティブ取引 

 

13. 委託証拠金 

必要証拠金の 100％に相当する円価額を下回

った場合 

同法第２条第22 項に規定する店頭デリバティ

ブ取引のうち同項第１号に規定する取引に該

当する通貨の売買取引である 

 

13. 委託証拠金 

必要証拠金の90％に相当する円価額を下回っ

た場合 

 

 


